
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
　
　
新
旧
対
照
条
文

○
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
五
十

一
号
）
（抄
）

（投
票
立
会
人
）

第
四
十
九
条
　
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
国
瑠
判
瓢

の‐
到
翼
梱
コ
司
引

利
者

の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
二
人
以
上
五
人
以
下
の
投
票
立
会

人
を
選
任
し
、
国
民
投
票
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
本
人
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
投
票
立
会
人
で
参
会
す
る
者
が
投
票
所
を
開
く
べ
き
時
刻
に
な

っ
て
も
二

人
に
達
し
な
い
と
き
又
は
そ
の
後
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
、
投
票

管
理
者
は
、
国
副
翔
樹
『
矧
錮
剰
『
割
「
引
莉
者

の
中
か
ら
二
人
に
達
す
る
ま

で
の
投
票
立
会
人
を
選
任
し
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
通
知
し
、
投
票
に
立

ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

・
４

　

（略
）

（投
票
立
△
ム
人
）

（例
線
剤
州
は
改
正
部
分
）

第
四
十
九
条
　
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
倒
調
躙
園
イこ―
澗
，す―
利
倒
瓢
パ

名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者

の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
二
人
以
上
五
人

以
下
の
投
票
立
会
人
を
選
任
し
、
国
民
投
票
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
本
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
投
票
立
会
人
で
参
会
す
る
者
が
投
票
所
を
開
く
べ
き
時
刻
に
な

っ
て
も
二

人
に
達
し
な
い
と
き
又
は
そ
の
後
二
人
に
達
し
な
く
な

つ
た
と
き
は
、
投
票

管
理
者
は
、
そ

の
投

票
区
に
お
け
る
投
票
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
た

者

の
中
か

ら
二
人
に
達
す
る
ま
で
の
投
票
立
会
人
を
選
任
し
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に

通
知
し
、
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

・
４

　

（略
）

（共
通
投
票
所
）

第
五
十
二
条

の
二
　
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
投
票
人
の
投
票
の
便
宜

の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

（当
該
市
町
村

の
区
域
を
分
け
て
数
投

票
区
を
設
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
投
票
所
の
ほ
か
、
そ
の
指
定
し
た
場

所
に
、
当
該
市
町
村

の
区
域
内

の
い
ず
れ
の
投
票
区
に
属
す
る
投
票
人
も
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
通
投
票
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（共
通
投
票
所
）

第
五
十
二
条
の
二
　
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
投
票
人
の
投
票
の
便
宜

の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

（当
該
市
町
村

の
区
域
を
分
け
て
数
投

票
区
を
設
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
投
票
所
の
ほ
か
、
そ
の
指
定
し
た
場

所
に
、
当
該
市
町
村

の
区
域
内

の
い
ず
れ
の
投
票
区
に
属
す
る
投
票
人
も
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
通
投
票
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
　
正
　
案

現
　
　
　
行



（削
る
）

略

第
四
十
九
条
第
二
項

（略
）

倒
剌
闘

（削
る
）

（略
）

引
瓢
咽
謝
颯
趨
到

罰 （削
る
）

２
～
４
　
　
（略
）

５
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
お
け
る
次

の
表

の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
宇
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

６

～

８

（略
）

（期
日
前
投
票
）

第
六
十
条
　
国
民
投
票
の
当
日
に
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
見
込
ま
れ
る
投
票
人
の
投
票
に

つ
い
て
は
、
第
五
十
五
条
第

一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
投
票
の
期
日
前
十
四
日
に
当
た
る
日
か
ら
国
民
投
票

２
～
４
　
　
（略
）

５
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
投
票
所
を
設
け
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表

の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
宇
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

略

第
四
十
九
条
第
二
項

鋼
判
「
刻
召
割
呵

（略
）

藝
額
Я
招
召

刺
瓢
闘

登
錦

さ

れ

た
者

略

登
録
さ
れ
た
者

（共
通

投
票
所
に
あ
ち
て
は
、

劇

剰

郵

剰

翔

剰

組

を
有

す

る
者

）

判
劉
期
謝
超
毬
周

瓢
閉

赳

引

コ

ｇ

剰

目

接

栗
所

に
あ

ε
て
は
、

呵
剰
郵
剰
翔
到
掴

を
有
す

る
者

）

６

～

８

（略
）

第
と 六 ⌒
期
貯
十
紆
見
汁

に
アθヽ
力=

単削
欅Ⅸ
雪
本
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

国
民
投
票
の
当
日
に
次
に
掲
げ
る
事
由

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

ま
れ
る
投
票
人
の
投
票
に

つ
い
て
は
、
第
五
十
五
条
第

一
項
の
規
定

わ
ら
ず
、
国
民
投
票
の
期
日
前
十
四
日
に
当
た
る
日
か
ら
国
民
投
票



の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
～
六

　

（略
）

２
～
４
　
　
（略
）

５
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
行
わ
せ
る
場
合

に
お
け
る
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
し
、
第
四
十
人
条
第
五
項
及
び
第
七
十

一
条

の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

第
四
十
九
条
第
二
項

欄
瑠
朔

期

日
前

投

票

所

第
四
十
九
条
第

一
項

三
日

羽

割

劉

引

含

刊

十
五
日

月

第
四
十
九
条
第

一
項

獨
嘲
闘

三
日

二
人
以
上

五
人
以
下

各
投

票
区
に
お
け

る
投

票

人

名

簿

に

登

録

さ

れ

周

判

鋪

日
前

投

票

所

十
五
日

二
人

国
棚

量

咽

懲

翻

コ

宣

賞

∃

の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
～
六

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
行
わ
せ
る
場
合

に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
し
、
第
四
十
人
条
第
五
項
及
び
第
七
十

一
条

の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。　
　
　
　
，

第
四
十
九
条
第
二
項

そ

の
投
票

区

に
お
け

る

到
珊
国
剰
瓢
掴
稽
コ

投
票
人
名
簿
に
登
録
さ

『

引

劉

刑
剰
判



（略
）

（略
）

（略
）

６
～
８
　
　
（略
）

（開
票
立
会
人
）

第
七
十
六
条
　
政
党
等

（第
百
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党
等
を
い
う
。
第

四
項
劇
が
剣
到
呵
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
開
票
区
ご
と
に
、
当
該
開
票
区
の

因
制
凋
Д
罰
朝
劇
卿
コ
訓
劉
召
羽
側
翻
「
思
尉
釧
剛
Ⅶ
刺
り
投
票
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
た
者
の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者

一
人
を
定
め
、
国
民
投
票
の
期
日
前
二
日
ま
で
に
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ

し
、

原

一
人

を

他

の
藤

棄

区

に

淮

け
る
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
届
け
腔
る
こ
と
憾
て
き
な

い
て

２

・
３

　

（略
）

４‐

痢翻
用
劇
り
∃
翻
員
要
Щ
貧
郷
咽
暴
呵
剣
研
遇
劇
ゴ
冥
翻
趨
鋼

法
第

十
人
条
第

二
項

の
規
定

に
よ
り
市

町
村

の
区
域

を
分
け

て
、

ヌ
は
教
市

町
村

の
区
域

の
全
部
若
し
く
は

一
部
を
合
わ
せ
て
、
開
粟
区
を
談
け
る
場
合

に
お

い
て
、
当
該

開
票
区
を
国
民
投

票

の
期

日
前

三
日
か
ら
国
民
投

票

の
敷

日

の
前

日
ま

で

の
間

に
設
け
た
と
き

は
市

町
村

の
選
挙
管

理
委
員
会

に
淮

ｒ

て
、
当
該

開

票
区
を
国
民
投

業

の
期

日
ツ
後

に
設

け
た
と
き

は
藤

票
循

理
者

に
お
い
て
、
当
該
開
票
区
の
区
期
の
仝
剤
ヌ
は
一
部
を
そ
の
区
頼
に
禽
池
市

叫
剣
劉
剰
州
目
劇
劉
翻
到
劉
凰
呵
倒
舅
【
姻
引
瀾
鄭
洲
詞

羽
翼
司
智
剃
Ч
「
司
コ
Ч
河
劉
ｄ
湖
趨
創
Ч

閣
‐
郵
呵
調
目
潮

略

（略
）

略

６

～

８

（略
）

命
囲
百
歪
ユ
△
奮
人
σ

第
七
十
六
条
　
政
党
等

（第
百
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党
等
を
い
う
。
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
劉
闘
瓢
側
瀾
劇
悧
馴
ａ
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

た
者

の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者

一
人

を
定
め
、
国
民
投
票
の
期
日
前
三
日
ま
で
に
、
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会

に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略
）

２

・

３

（新
設
）

四



せ
な
け
れ
は
な
ら
な

い
く

た
だ

し
、

同

一
の
政
党
等

に
属
す

る
者
を
三
人
メ

上
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ｃ

引
　
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
が
二
人
に
達
し
な
い
と
き
又
は
司
翼

ョ
封
瀾
洲
国
民
投
票
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き

は
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
が
国
民
投
票
の
期

日
以
後
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
又
は
開
票
立
会
人
で
参
会
す
る
者

が
開
票
所
を
開
く
べ
き
時
刻
に
な

っ
て
も
二
人
に
達
し
な
い
と
き
若
し
く
は

そ
の
後
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
開
票
管
理
者
に
お
い
て
、
そ
の
開

票
区
の‐
国
現

の‐
剣
剖
刻
イま十

一‐
剖
コ
ｄ

の‐
園
靭
イこ―
劉
劇
司
呵
村

の‐
投
票
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
二
人
に
達
す
る
ま
で
の
開
票
立
会
人
を
選
任

し
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
通
知
し
、
開
票
に
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
を
届
け
出
た
政
党
等
又

は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
の
選
任
し
た
開
票
立

会
人
の
属
す
る
政
党
等
と
同

一
の
政
党
等
に
属
す
る
者
を
当
該
政
党
等
の
届

出
に
係
る
開
票
立
会
人
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管

理
者
の
選
任
に
係
る
開
票
立
会
人
と
通
じ
て
二
人
以
上
選
任
す
る
こ
と
が
で

６‐
　
開
票
立
会
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
を
辞
す
る
こ
と
が

（国
民
投
票
分
会
立
会
人
）

で
き
な
い

き
な
い

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
が
二
人
に
達
し
な
い
と
き
又
は
国
民

投
票
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
市
町
村

の
選

挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
が
国
民
投
票
の
期
日
以
後
に
二
人

に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
又
は
開
票
立
会
人
で
参
会
す
る
者
が
開
票
所
を
開

く
べ
き
時
刻
に
な

つ
て
も
二
人
に
達
し
な
い
と
き
若
し
く
は
そ
の
後
二
人
に

達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
開
票
管
理
者
に
お
い
て
、
そ
の
開
票
区
１こ‐
刑
呵
利

投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者

の
中
か
ら
二
人
に
達
す
る
ま
で
の
開
票
立
会

人
を
選
任
し
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
通
知
し
、
開
票
に
立
ち
会
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
開
票
立
会
人
を
届
け
出
た

政
党
等
又
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者

の
選
任
し

た
開
票
立
会
人
の
属
す
る
政
党
等
と
同

一
の
政
党
等
に
属
す
る
者
を
当
該
政

党
等

の
届
出
に
係
る
開
票
立
会
人
又
は
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く

は
開
票
管
理
者

の
選
任
に
係
る
開
票
立
会
人
と
通
じ
て
二
人
以
上
選
任
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

引
，

開
票
立
会
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
を
辞
す
る
こ
と
が

（国
民
投
票
分
会
立
会
人
）

で
き
な
い

五



第
九
十
条
　
第
七
十
六
条
Д
銅
囲
項
潮
園
引
消
司
の
規
定
は
、
国
民
投
票
分
会
立

会
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
中

「瑚
瓢

区
ご
と
に
、
当
該
開
票
区
の
区
域

の
Ｃ
部
ヌ
は

一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
市

嘲
村

の‐
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投
票

権
を
有
す
る
者
」
と
、
「市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出

る

こ
と
が

で

き

る
ｃ

た
だ

し
、

同

一
人
を
他

の
開
票
区
に
お
け

る
開

票
立
会

人
と
な

る

べ

き
者
と
し
て
届
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
の
は

「圃
副
刺
矧
剣
矧
勾

長

に

届

け

股

る

こ
と

が

て
き

る
」

と

、

原
条

第

二
噸

及
び
第
二
項
中

「市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
分
会
長
」
と
、
副
菊
鋼

五
壊
本
文
中

一達
し
な

い
と
き
ヌ
は
」
と
あ
る
の
は

一達
し
な

い
と
き
ど

と
、

引

国
民
投
票

の
期
日
の
前

日
ま
で
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
市
町

村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
が
国
民
投
票

の
期
日
以
後

に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「劇
劇
剃
剰
州
州

の‐
期
日

ま
で
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
」
と
、
「開
票
所
」
と
あ
る
の
は

「国

民
投
票
分
会
」
と
、
「開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「、
国
民
投
票
分
会
長
」

と
、
夙
潟
鍋
留
ａ
肉
３
串
賞
兜
椰
瑚
謁
呵
コ
瑚
劉
ｑ
２
四
靱
Щ
ａ
判
司
呵
村

の‐

投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「
国
民
投
票

の
投
票
権
を
有

す
る
者
」
と
、
「開
票
に
」
μ
あ
る
の
は

「国
民
投
票
分
会
に
」
と
、
同
項
潤

刑
引
割
引

「市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
」
と
あ
る

の
は

「国
民
投
票
分
会
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
条
　
第
七
十
六
条

の
規
定
は
、
国
民
投
票
分
会
立
会
人
に

つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
中

「各
開

票

区

に

お

け

る
投

票

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る

者
」
と
、
「市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「団
劇
判
翼
州
剰
副
刺

と
、
同
条
第

二
項
及
び
第
二
項
申
ゝ

市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る

の
は

「国
民
投
票
分
会
長
」
と
、
副
菊
剣
瑚
呵
引
引
刻
′ま―
国
民
投
票
の
期
日

の
前
日
ま
で
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
が
国
民
投
票
の
期
日
以
後
に
二
人
に
達
し
な
く

な

っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「Ｈ
劇
劇
欄
瓢
刻
利
の‐
期
日
ま
で
に
二
人
に
達

し
な
く
な

っ
た
と
き
」
と
、
「開
票
所
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
分
会
」
と
、

「開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「、
国
民
投
票
分
会
長
」
と
、
「瑠
の‐
闘
翼
図

１こ―
澗

ｔす―
利
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投

票
権
を
有
す
る
者
」
と
、
「開
票
に
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
分
会
に
」
と
、

「市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「国

民
投
票
分
会
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ハ



（国
民
投
票
会
立
会
人
）

第
九
十
五
条
　
第
七
十
六
条
瀾
鋼
劇
呵
冽
園
引
劇
「
の
規
定
は
、
国
民
投
票
会
立

会
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
中

「司
翼

区
ご
と
に
、
当
該
開
票
区
の
区
域
の
全
部
又
は

一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
市

嘲
村

の‐
投
票
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投
票

権
を
有
す
る
者
」
と
、
「市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
利
こ十
日
洲
剰

き
る
ｃ
た
だ
し
、
同

一
人
を
他
の
開
票
区
に
お
け
る
開
票
立
会
人
と
な
る
べ

き
者

と
し

て
届
け
出
る

こ
と

は

で
き
な

い
」

と
あ

る

の
は

「薗
副
樹
矧
３
日
呵

届
け
出
る

こ
と
が

で
き

る
」

と
、
同
条
第

二
項

及
び
第
二
項
中

「市
町
村

の

選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
長
」
と
、
同
菊
剣
珂
呵
州
珂

中

一達

し
な

い
と
き

又
は
」

と
あ

る

の
は

一達

し
な

い
と
き
ど

と
、

一
国

民

投
票
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
二
人
に
達
ｔ
な
く
な

つ
た
と
き
は
市
町
村

の
選

挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
開
票
立
会
人
が
国
民
投
票
の
期
日
以
後
に
二
人

に
達
し
な
く
な

つ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「劇
劇
判
躙
対

の‐
期
日
ま
で
に
二

人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
」
と
、
「開
票
所
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
会
」

と
、
「開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「、
国
民
投
票
長
」
と
、
「コ

の‐
闘
瓢
園

の
区
域

の
全
部

又
は

部
を
そ
の
区
頭
に
含
む
市
町
村

の

票
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る
者
」
と
、
「開

票
に
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
会
に
」
と
、
同
呵
潤
濶
口
割
引

「市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
長
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（国
民
投
票
会
立
会
人
）

第
九
十
五
条
　
第
七
十
六
条
の
規
定
は
、
国
民
投
票
会
立
会
人
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
中

「劉
瑚
瓢
園
１こ―
潤
ｔす―
利
投
票

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る

者
」
と
、
「市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「国
劇
倒
到
朝
ｑ
月
刊

同
製
鋼

二十
『
及
び
第
二
項
中

「市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
長
」
と
、
同
刻
創
劉
埋
日
引
引
剰
咽
国
民
投
票
の
期
日
の
前
日
ま

で
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と
き
は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い

て
、
開
票
立
会
人
が
国
民
投
票
の
期
日
以
後
に
二
人
に
達
し
な
く
な

っ
た
と

き
」
と
あ
る
の
は

「Ｈ
日‐割
卿
国
剰
３
の‐
期
日
ま
で
に
二
人
に
達
し
な
く
な
っ

た
と
き
」
と
、
「開
票
所
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
会
」
と
、
「開
票
管
理

者
」
と
あ
る
の
は

「、
国
民
投
票
長
」
と
、
一
そ

の
開

票
区

に

お

け

る

投
票
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る
者
」

と
、
「開
票
に
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
会
に
」
と
、
「市
町
村

の
選
挙
管

理
委
員
会
若
し
く
は
開
票
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「国
民
投
票
長
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

七



（国
民
投
票
広
報
協
議
会
及
び
政
党
等
に
よ
る
放
送
）

第
百
六
条
　
国
民
投
票
広
報
協
議
会
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
放
送
脇
会
及
び
基
幹
放
送
事
業
者

（放
送
法
第
二
条

第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び

放
送
大
学
学
園
を
除
く
。
第
四
項
及
び
第
人
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ラ
ジ
オ

放
送

（
‐
司
姻
宮
翌
コ
ａ
コ
ｑ
規
超
研
肉
釧
胡
期
磐
雹
翼
Щ
同
桑
閻
剃
劇
創
コ
Ч
剃
周

す

る
超

短

波

激

送

を

い
う

く
）

又
は
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送

（同
条
第
十
人
号
に

規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
い
う
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
、
憲
法
改
正

案
の
広
報
の
た
め
の
放
送
を
す
る
も
の
と
す
る
も

２
～
８
　

（略
）

（国
民
投
票
広
報
協
議
会
及
び
政
党
等
に
よ
る
放
送
）

第
百
六
条
　
国
民
投
票
広
報
協
議
会
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
放
送
協
会
及
び
基
幹
放
送
事
業
者

（放
送
法
第
二
条

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び

放
送
大
学
学
園
を
除
く
。
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ラ
ジ
オ

放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

（同
案
鋼
＝
瀾
矧
１こ―
制
劇
Л
引
引
測
冽
週
珂

刺
同
条
第
十
人
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。
）
の
放
送
設
備

に
よ
り
、
憲
法
改
正
案
の
広
報
の
た
め
の
放
送
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（略
）

２

～

８

ノ(



○
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（抄
）
（附
則
第
四
条
関
係
）
（例
細
剤
州
は
改
正
部
分
）

附
　
則

（検
討
）

第
四
条
　
国
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
後
二
年
を
目
途
に
い
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

一　

投
票
人
の
投
票
に
係
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
必
要
な
事
項

（削
る
）

（削
る
）

鷹
Ｅ
担

υ
つ
理
刀
　
′

オ

厘

痣

迎

σ

Ｕ

工

弓

わ

騨

サ

穆

宿

′
ウ

可

一
厘

５

日

る

投
票
法
」
と
い
う
。
）
第

一
条
に
規
定
す
る
国
民
投
票
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の‐
公
平
及
び
公
正
を
確
保
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な

事
項

イ
　
国
民
投
票
運
動
等

（国
民
投
票
法
第
百
条

の
二
に
規
定
す
る
国
民
投

票
運
動
又
は
国
民
投
票
法
第
十
四
条
第

一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
憲
法

改
正
案
に
対
す
る
賛
成
若
し
く
は
反
対
の
意
見
の
表
明
を
い
う
。

口
に

附
　
則

（検
討
）

第
四
条
　
国
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
後
三
年
を
目
途
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上

の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

一
　

投
票
人
の
投
票
に
係
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の‐
側
必
要
な
事
項

刊

珂
判
∃
側
冤
日
姻
制
捌
司
週
濁
司
瑠
３
∃
割
制
雪
「
ｑ
烈
国
割

法

の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

（次
号
イ
に
お
い
て

一国
民
投
票
法
」

と

い
う

ｃ
）
第

一
条

に
規

定

す

る
国

民
投

票

を

い
う
て
同

号

に

お

い
て
同

じ
ｃ
）
の
開
票
を
行
う
た
め
の
開
票
立
会
人
の
選
任
に
係
る
規
定
の
整
備

ロー

報
瑠
コ
ａ
ぺ
矧
周
周
劉
副
冽
綱
利

一
一　
劇
劇
判
翼
の‐
公
平
及
び
公
正
を
確
保
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
色
必
要
な
事
項

イ
　
国
民
投
票
運
動
等

（国
民
投
票
法
第
百
条

の
二
に
規
定
す
る
国
民
投

票
運
動
又
は
国
民
投
票
法
第
十
四
条
第

一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
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